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＝きしわだ＝ 
「推進員だより」では岸和田市廃棄物減量等推進員の活動や市の施策などを紹介します。 

令和７年(2025年) 

第65号 
（6月発行） 

編集と発行 

岸和田市廃棄物対策課 

 電話072(423)9465 

令和7年度の活動が始まりました。 

 新年度も始まり、推進員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。今年から推進員に委嘱さ

れた方々、よろしくお願いいたします。また、昨年委嘱式におきまして、委嘱された2年

目を迎えられた推進員の方々、引き続きよろしくお願いいたします。 

 さて、推進員の皆様方には、既に実施された「刃物類回収」「廃食用油回収」の立ち会

い、及び指導にご協力頂きましてありがとうございました。また、これから実施される校

区の推進員の皆様方には、何かとご多忙のところ恐縮ですがご協力お願いいたします。 

 年２回実施の「廃食用油」及び「刃物類の回収」前期分を上記の日

程で予定しております。当日、刃物類の回収に使用していただく

『カギ付きの専用箱』を持参いたします。回収時間終了後はカギを

掛けて下さい、当日巡回しております職員が回収いたします。 

 また、回収日の約一ヶ月前に広報誌と一緒に回覧を配布いたしま

すので、住民の皆様への周知、ご指導よろしくお願いいたします。 

      

実施日 実施校区 

6月15日(日) 春木・大芝・城北校区 

７月13日(日) 八木南校区（新小松里町を含む） 

７月20日(日) 常盤校区 

８月24日(日) 修斉・東葛城校区 

９月 7日(日) 八木校区 
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施 設 名 設 置 場 所 住 所 

 

 携帯電話やパソコンなどの小型家電に含まれる貴重な金属をリサイクルすることで、ごみ

の減量と資源の再生利用が進みます。家庭で不要になった使用済み小型家電の回収にご協力

ください。 

 市内の各施設に回収ボックスを設置しています（表参照）。 

 縦１５ｃｍ、横３１ｃｍの投入口に入る電気・電池で動く使用済み小型家電を回収してい

ます。 

※小型家電の一例・・・・・ 

回収ボックス設置場所 

市役所新館１階（岸城町） 

春木市民センター（春木若松町） 

イオンスタイル東岸和田（土生町２丁目） 

DMC岸和田東店（下松町１丁目） 

八木市民センター（池尻町） 

山直市民センター（三田町） 

環境事務所（土生町２丁目） 

紙の使用削減にご協力を！ 

 ペーパーレス化は、紙の使用量を減らし、森林伐採の抑制やCO2排出

量の削減に繋がり、SDGｓの達成に貢献できます。 

 岸和田市では廃棄物減量等推進員宛に、例年推進員だよりを年４回紙

ベースで郵送しておりましたが、次号より市のホームページにて観覧し

ていただきますようご協力よろしくお願いいたします。 

右側添付のQRコードをご利用ください。 

 

携帯電話端末、ノートパソコン、デジタルカメラ、ビデオ

カメラ、ゲーム機ほか 

注意事項  

・事業所からの回収はできません。 

・入らないものは粗大ごみとして出してください。 

・一度入れた家電製品の取り出しや返却はできません。 

・個人情報が含まれる場合は、消去してから入れてください。 

 問合せ先 

 岸和田市廃棄物対策課 

 収集担当 TEL072-423-9440 
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「令和6年度 活動報告書」の結果について 

 推進員の皆様には毎年3月頃に「活動報告書」の提出をお願いしております。皆様に提出していただきましたア

ンケートの結果、ご意見・アドバイスなどについてご報告いたします。 

質  問  事  項 は い い い え 

Ｑ３．地域内のごみの減量と家庭ごみの分別指導をしましたか  88％ 15％ 

Ｑ４．有価物集団回収の指導及び協力の呼びかけをしましたか  84％ 16％ 

Ｑ５．家庭用生ごみ処理機器購入補助制度」利用の呼びかけをしましたか  72％ 28％ 

Ｑ６．廃食用油回収の指導及び、協力の呼びかけをしましたか。  94％ 6％ 

Ｑ７．問4が「はい」の場合、廃食用油回収への立会い回数（通常年2回） 

   ■０回  6％  ■１回～２回  88％  ■その他  4％  ■未回答 ２％   ※その他  6回（ドラム缶常設の為）    

Ｑ８．再生品（トイレットペーパー等）の購入の呼びかけをしましたか  28％ 72％ 

Ｑ９．埋立てごみ・小さな金属類などの分別指導をしましたか  98％ 2％ 

Q10．Q9が「はい」の場合、埋立てごみ・小さな金属類の回収への立会い回数                            

■０回 1.5％  ■１回～３回 21％  ■４回～６回 76％   ■その他 0％   ■未回答 1.5％  

Q11．ごみの不法投棄防止等の協力をしましたか  77％ 23％ 

 次に、「問12．その他廃棄物の減量等に関するご意見・アドバイス」でお寄せいただいたご意見・報告等とその対応策を

載せています。紙面の都合上一部ですがご紹介させていただきます。 

●減量ではありませんが プラスチックゴミの捨て方の

理解できていない人が未だ居られます。  

● プラスチック製容器包装の分別について、住民にお知

らせしてるが、分別の対象になって無いものが出される

ケースが多々見かけられる。プラスチック製品ならＯＫ

という感覚なのかな。  

     排出指導担当                        

〇美化運動・ボランティア袋に関すること 地域美化担当        

〇小さな金属類・埋立てごみに関すること     粗大ごみ担当           

〇プラスチックごみ・乾電池に関すること     収集業務担当 

その他の困った時は 

☎ 072－４２３－９４４４ 

☎ 072－４２３－９４４４ 

☎ 072－４２３－９７５０ 

☎ 072－４２３－９４４０ 

多数のご意見をいただきありがとうございました。貴重なお時間を割いて、ごみの分別や減量に対しての

指導・呼びかけ・活動等していただき、誠にありがとうございます。今回のご意見は、市行政（ごみの減量

化・ごみの適切な分別等）を進めていく上での参考とさせていただきます。今後も推進員の皆様にご理解い

ただき、地域での啓発活動やご指導ご協力をよろしくお願いします。 

〇プラスチック製容器包装ごみの啓発用のチラ

シを廃棄物対策課のホームページで３種類用意

しています。（岸和田市HP→ 廃棄物対策課→

ごみの分け方出し方→プラスチック容器包装を

順にクリック） 

啓発活動の際、お使い下さい。 

●廃棄物の不法投棄が減りません。 その都度掲示板や回

覧で町民の方にお知らせしていますが、他町の方の不法投

棄もある様です。  

〇廃棄物対策課で不法投棄防止の看板をお

渡しすることができますので、ご活用ください。 

廃棄物対策課（土生町２丁目４－３０）の窓口

までお越しください。 

〇不法投棄・違反ごみに関すること  

Ｑ１．お名前  Ｑ２．町会・自治会名となりますので省略します。 


